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45 46

（イベント等参加費）

（職員の給与など）

（保守管理委託料、光熱水費など）

（事業開催費など）

（令和4年度実績より）

※指定管理者制度とは…公共施設の運営を、市が民間の団体や企業に委託する制度です。

建築年度 昭和56年度(築42年) 運営形態 指定管理者制度

公共施設の収支計算表

施設利用者数 （体育室利用者など） 16,690人
狭山台児童館

所在地 中央3-3-31

その他

収入 支出

1,362万円

475万円

318万円

1万円

人件費

管理運営費

諸収入

収入

支出

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500（万円）

利用料金 諸収入 人件費 管理運営費 その他

1万円

2,156万円


